
方
針
と
エ
リ
ア
設
定
の
内
容
も
承
認

エ
リ
ア
設
定
案
を
承
認

今
後
の
取
り
組
み
と
ま
ち
づ
く
り

只
見
町
長
に
方
針
と
設
定
案
を
提
示

ユネスコエコパーク検討委員会

2

第
4
回
只
見
町
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
検
討
委
員
会

エリア設定の専門部会案を承認
只見町長に方針と設定案を提示

第
４
回
只
見
町
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ

ー
ク
検
討
委
員
会
が
８
月
20
日
に
朝

日
地
区
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
検
討

委
員
と
関
係
者
が
出
席
し
ま
し
た
。

今
回
の
検
討
委
員
会
で
は
、
第
２

回
の
検
討
委
員
会
で
設
置
さ
れ
た
エ

リ
ア
設
定
の
た
め
の
専
門
部
会
で
協

議
検
討
さ
れ
、
案
と
し
て
示
さ
れ
た

エ
コ
パ
ー
ク
登
録
申
請
の
際
の
「
核

心
地
域
」「
緩
衝
地
域
」「
移
行
地
域
」

を
設
定
し
た
土
地
利
用
区
分
に
つ
い

て
の
エ
リ
ア
設
定
案
を
確
認
、
問
題

点
な
ど
を
協
議
、
整
理
し
た
う
え
で

全
委
員
の
合
意
が
な
さ
れ
、
エ
リ
ア

設
定
案
を
承
認
し
ま
し
た
。
な
お
、

設
定
さ
れ
た
エ
リ
ア
は
４
か
ら
５
ペ

ー
ジ
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

同
時
に
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

登
録
申
請
に
伴
う
方
針
と
エ
リ
ア
設

定
の
内
容
に
つ
い
て
も
承
認
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
紹
介
し
ま
す
。

▼
方
　
針

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
理
念
は
、

核
心
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保

護
・
保
全
と
、
緩
衝
地
域
に
お
け
る

保
全
・
利
用
、
そ
し
て
移
行
地
域
に

お
け
る
持
続
可
能
な
地
域
の
社
会
的

経
済
的
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
特
徴
あ
る
自

然
環
境
・
資
源
を
背
景
に
築
き
上
げ

て
き
た
地
域
の
生
活
文
化
、
伝
統
を

如
何
に
将
来
に
継
承
発
展
し
て
い
く

か
も
重
要
な
目
標
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地
元
住
民
の

合
意
形
成
と
主
体
的
参
加
が
前
提
で

あ
り
、
そ
の
活
動
は
地
域
住
民
の
総

意
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

▼
只
見
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク

（
生
物
圏
保
存
地
域
）
設
定
案

①
対
象
地
域
を
只
見
町
全
域
お
よ
び

隣
接
す
る
檜
枝
岐
村
の
一
部
と
す

る
。

②
核
心
地
域
は
「
奥
会
津
森
林
生
態

系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
（
重
複

す
る
越
後
三
山
只
見
国
定
公
園
の

「
特
別
保
護
地
区
」
と
「
特
別
地

域
」
の
一
部
を
含
む
）
」
と
す
る
。

③
緩
衝
地
域
Ａ
は
「
核
心
地
域
以
外

の
越
後
三
山
只
見
国
定
公
園
の
特

別
保
護
地
区
（
重
複
す
る
奥
会
津

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
「
保
全

利
用
地
区
」
を
一
部
含
む
）
」
と

す
る
。

④
緩
衝
地
域
Ｂ
は
「
緩
衝
地
域
Ａ
以

外
の
奥
会
津
森
林
生
態
系
保
護
地

域
の
保
全
利
用
地
区
」
、
「
核
心

地
域
、
緩
衝
地
域
Ａ
以
外
の
越
後

三
山
只
見
国
定
公
園
の
区
域
」
、

「
緑
の
回
廊
」
、
「
郷
土
の
森
」

と
す
る
。

⑤
移
行
地
域
は
「
核
心
地
域
、
緩
衝

地
域
Ａ
、
緩
衝
地
域
Ｂ
以
外
の
地

域
」
と
す
る
。

な
お
、こ
の
設
定
案
を
実
現
し
、

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
次
の
２
項
目
の

実
施
を
強
く
求
め
る
。

⑥
只
見
町
は
、
核
心
地
域
を
緩
衝
地

域
に
よ
り
取
り
囲
む
必
要
が
あ
る

の
で
、
隣
接
の
「
町
有
林
」
、

「
財
産
区
有
林
」
を
緩
衝
地
域
Ｂ

に
す
る
。

⑦
只
見
町
は
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク

の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
関
連

の
事
業
を
計
画
し
、
そ
の
実
施
の

た
め
の
要
員
配
置
と
予
算
処
置
を

取
る
。

同
日
、
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

登
録
申
請
に
伴
う
方
針
と
エ
リ
ア
設

定
の
内
容
に
つ
い
て
、
樫
村
利
道
検

討
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
目
黒
町
長

に
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

樫
村
委
員
長
は
「
優
れ
た
取
り
組

み
。
只
見
町
は
自
然
と
と
も
に
ユ
ニ

ー
ク
に
発
展
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら

も
町
民
の
力
で
発
展
し
て
い
く
。
町

民
の
視
点
で
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
」
と
述
べ
、目
黒
町
長
は
「
町

民
へ
も
説
明
を
し
、
一
緒
に
取
り
組

ん
で
い
く
。
只
見
町
ら
し
い
ロ
ー
カ

ル
的
な
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
。
登

録
後
も
継
続
し
て
エ
コ
パ
ー
ク
事
業

を
展
開
し
、
独
自
の
ま
ち
づ
く
り
を

す
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

今
後
の
進
め
方
と
し
て
は
、
住
民

説
明
会
を
行
い
、
町
民
の
方
か
ら
意

見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
協
議
を
重

ね
理
解
を
求
め
て
い
き
ま
す
。
さ
ら

に
、
11
月
18
日
（
日
）
に
季
の
郷
湯

ら
里
で
、
エ
コ
パ
ー
ク
に
関
す
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
予
定
で
す
。
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
皆
さ

ん
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
エ
コ
パ
ー
ク
の
登
録
に
伴

う
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方
に
つ
い

て
、
検
討
委
員
会
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
今
後
は
、
エ
コ
パ
ー
ク
の
登
録

を
見
据
え
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理

念
に
基
づ
き
、
関
連
事
業
や
様
々
な

施
策
を
実
行
し
て
い
く
計
画
で
す
。

町
民
の
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
只

見
町
の
特
徴
を
最
大
限
に
生
か
し
た

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
、
ご
支
援
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▲エリア設定案を手にする
　目黒町長（右）と樫村検討委員長
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只見町は、ユネスコエコパ
ーク登録を目指し、事業を

推進していきます。

【問い合わせ】
総務企画課 企画班

☎0241－82－5220
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△
会
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岳

△
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岳

檜
枝

岐
村

昭
和

村

金
山

町

阿
賀

町

三
条

市

只
見

ユ
ネ

ス
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分
設
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只
見
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会

津
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△
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朝
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地
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ン
タ
ー

○
明
和
地
区
セ
ン
タ
ー

設
定

範
囲

核
心

地
域

【
コ

ア
エ

リ
ア

】
緩

衝
地

域
Ａ

【
バ

ッ
フ

ァ
ー

ゾ
ー

ン
Ａ

】
緩

衝
地

域
Ｂ

【
バ

ッ
フ

ァ
ー

ゾ
ー

ン
Ｂ

】
移

行
地

域
【

ト
ラ

ン
ジ

シ
ョ

ン
エ

リ
ア

】

区
域

割
り

只
見

町
全

域

※
隣

接
す

る
檜

枝
岐

村
の

一
部

奥
会

津
森

林
生

態
系

保
護

地
域

の
「

保
存

地
区

」

※
重

複
す

る
越

後
三

山
只

見
国

定
公

園
の

「
特

別
保

護
地

区
」

と
「

特
別

地
域

」
の

一
部

を
含

む

核
心

地
域

以
外

の
越

後
三

山
只

見
国

定
公

園
の

「
特

別
保

護
地

区
」

※
重

複
す

る
森

林
生

態
系

保
護

地
域

の
「

保
全

利
用

地
区

」
の

一
部

を
含

む

緩
衝

地
域

Ａ
以

外
の

森
林

生
態

系
保

護
地

域
の

「
保

全
利

用
地

区
」

／
核

心
地

域
、

緩
衝

地
域

Ａ
以

外
の

越
後

三
山

只
見

国
定

公
園

の
区

域
／

緑
の

回
廊

／
郷

土
の

森
／

核
心

地
域

に
隣

接
す

る
「

町
有

林
」「

財
産

区
有

林
」

核
心

地
域

、
緩

衝
地

域
Ａ

・
Ｂ

以
外

の
地

域

利
用

形
態

―
原

則
立

ち
入

り
禁

止
原

則
と

し
て

、
調

査
研

究
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
み

が
可

能

調
査

研
究

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

可
能

／
地

元
住

民
に

よ
る

伝
統

的
な

山
菜

キ
ノ

コ
類

の
採

取
慣

行
は

可
能

／
生

態
系

の
価

値
を

損
ね

な
い

形
で

の
活

動
は

可
能

自
然

環
境

保
全

に
対

し
て

は
、

努
力

目
標

で
あ

っ
て

、
制

度
的

拘
束

力
は

な
い

根
 拠

 法
制

　
  度

―
○

林
野

庁
の

保
護

林
制

度
○

自
然

公
園

法
（

国
定

公
園

）
○

林
野

庁
の

保
護

林
制

度
○

自
然

公
園

法
（

国
定

公
園

）

○
林

野
庁

の
保

護
林

制
度

○
自

然
公

園
法

　（
国

定
公

園
、

都
道

府
県

立
自

然
公

園
）

○
一

部
地

域
で

自
然

公
園

法
（

都
道

府
県

立
自

然
公

園
）

に
よ

る
規

制
が

あ
る

●
上

記
の

区
域

割
り

は
、

新
た

な
法

制
度

は
必

要
な

く
、

既
存

の
法

制
度

に
よ

り
管

理
・

運
営

が
行

わ
れ

ま
す

。

土
地
利
用
区
分
に
か
か
る
エ
リ
ア
設
定
案

基
本
的
な
考
え
方

●
エ

リ
ア

設
定

対
象

地
の

住
民

に
対

し
、

新
た

に
強

制
的

な
規

制
を

設
け

ま
せ

ん
。

●
エ

リ
ア

設
定

対
象

地
域

が
対

象
と

な
る

法
令

、
規

則
に

抵
触

し
な

い
形

で
の

設
定

を
目

指
し

ま
す

。
●

設
定

案
は

エ
リ

ア
設

定
対

象
地

に
お

け
る

住
民

、
利

害
関

係
者

の
合

意
形

成
が

図
れ

る
内

容
と

し
ま

す
。

只
見

ユ
ネ

ス
コ

エ
コ

パ
ー

ク
は

、
林

野
庁

関
東

森
林

管
理

局
が

設
定

し
た「

奥
会

津
森

林
生

態
系

保
護

地
域

」の「
保

存
地

区
」「

保
全

利
用

地
区

」
を

「
核

心
地

域
」

及
び

「
緩

衝
地

域
」

と
し

て
設

定
管

理
し

、
そ

の
他

の
地

域
を

「
移

行
地

域
」

と
し

て
設

定
し

ま
す

。
た

だ
し

、
ユ

ネ
ス

コ
エ

コ
パ

ー
ク

の
設

定
基

準
で

は
、

緩
衝

地
域

は
保

全
・

利
用

と
い

っ
た

幅
広

い
目

的
を

持
っ

て
、

設
定

さ
れ

て
い

る
の

に
対

し
、

只
見

町
が

設
定

す
る

緩
衝

地
域

は
自

然
環

境
の

保
護

・
保

全
制

度
が

重
複

指
定

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

エ
リ

ア
設

定
地

域
を

一
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
包

括
す

る
こ

と
は

困
難

で
す

。
そ

こ
で

、
緩

衝
地

域
を

、
核

心
地

域
に

準
ず

る
自

然
環

境
の

保
護

を
第

一
に

管
理

す
る

「
緩

衝
地

域
Ａ

」
と

、
自

然
環

境
の

保
全

と
共

に
、

持
続

可
能

な
形

で
利

活
用

に
重

点
を

置
く

「
緩

衝
地

域
Ｂ

」
と

に
区

分
し

設
定

し
ま

す
。

只
　

見
　

川

伊
　

南
　

川

田
子

倉
湖

黒

谷

川
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緩
衝

地
域

Ａ
以

外
の

越
後

三
山

只
見

国
定

公
園

の
区

域
／

緑
の

回
廊

／
郷

土
の

森
／

核
心

地
域

に
隣

接
す

る
「

町
有

林
」「

財
産

区
有

林
」

核
心

地
域

、
緩

衝
地

域
Ａ

・
Ｂ

以
外

の
地

域

利
用

形
態

―
原

則
立

ち
入

り
禁

止
原

則
と

し
て

、
調

査
研

究
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
み

が
可

能

調
査

研
究

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

可
能

／
地

元
住

民
に

よ
る

伝
統

的
な

山
菜

キ
ノ

コ
類

の
採

取
慣

行
は

可
能

／
生

態
系

の
価

値
を

損
ね

な
い

形
で

の
活

動
は

可
能

自
然

環
境

保
全

に
対

し
て

は
、

努
力

目
標

で
あ

っ
て

、
制

度
的

拘
束

力
は

な
い

根
 拠

 法
制

　
  度

―
○

林
野

庁
の

保
護

林
制

度
○

自
然

公
園

法
（

国
定

公
園

）
○

林
野

庁
の

保
護

林
制

度
○

自
然

公
園

法
（

国
定

公
園

）

○
林

野
庁

の
保

護
林

制
度

○
自

然
公

園
法

　（
国

定
公

園
、

都
道

府
県

立
自

然
公

園
）

○
一

部
地

域
で

自
然

公
園

法
（

都
道

府
県

立
自

然
公

園
）

に
よ

る
規

制
が

あ
る

●
上

記
の

区
域

割
り

は
、

新
た

な
法

制
度

は
必

要
な

く
、

既
存

の
法

制
度

に
よ

り
管

理
・

運
営

が
行

わ
れ

ま
す

。

土
地
利
用
区
分
に
か
か
る
エ
リ
ア
設
定
案

基
本
的
な
考
え
方

●
エ

リ
ア

設
定

対
象

地
の

住
民

に
対

し
、

新
た

に
強

制
的

な
規

制
を

設
け

ま
せ

ん
。

●
エ

リ
ア

設
定

対
象

地
域

が
対

象
と

な
る

法
令

、
規

則
に

抵
触

し
な

い
形

で
の

設
定

を
目

指
し

ま
す

。
●

設
定

案
は

エ
リ

ア
設

定
対

象
地

に
お

け
る

住
民

、
利

害
関

係
者

の
合

意
形

成
が

図
れ

る
内

容
と

し
ま

す
。

只
見

ユ
ネ

ス
コ

エ
コ

パ
ー

ク
は

、
林

野
庁

関
東

森
林

管
理

局
が

設
定

し
た「

奥
会

津
森

林
生

態
系

保
護

地
域

」の「
保

存
地

区
」「

保
全

利
用

地
区

」
を

「
核

心
地

域
」

及
び

「
緩

衝
地

域
」

と
し

て
設

定
管

理
し

、
そ

の
他

の
地

域
を

「
移

行
地

域
」

と
し

て
設

定
し

ま
す

。
た

だ
し

、
ユ

ネ
ス

コ
エ

コ
パ

ー
ク

の
設

定
基

準
で

は
、

緩
衝

地
域

は
保

全
・

利
用

と
い

っ
た

幅
広

い
目

的
を

持
っ

て
、

設
定

さ
れ

て
い

る
の

に
対

し
、

只
見

町
が

設
定

す
る

緩
衝

地
域

は
自

然
環

境
の

保
護

・
保

全
制

度
が

重
複

指
定

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

エ
リ

ア
設

定
地

域
を

一
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
包

括
す

る
こ

と
は

困
難

で
す

。
そ

こ
で

、
緩

衝
地

域
を

、
核

心
地

域
に

準
ず

る
自

然
環

境
の

保
護

を
第

一
に

管
理

す
る

「
緩

衝
地

域
Ａ

」
と

、
自

然
環

境
の

保
全

と
共

に
、

持
続

可
能

な
形

で
利

活
用

に
重

点
を

置
く

「
緩

衝
地

域
Ｂ

」
と

に
区

分
し

設
定

し
ま

す
。

只
　

見
　

川

伊
　

南
　

川

田
子

倉
湖

黒

谷

川
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